
○

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
生
ず
る
控
除
額
）

（
最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
生
ず
る
控
除
額
）

第
十
九
条
の
三

法
第
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

第
十
九
条
の
三

法
第
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
七
号
（
剰
余
金
の
額
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

る
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
七
号
（
剰
余
金
の
額
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
各
勘
定
科
目
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
は
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

で
定
め
る
各
勘
定
科
目
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を

で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を

減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
が
吸
収
分
割
会
社

（
新
設
）

又
は
新
設
分
割
会
社
と
な
る
吸
収
分
割
又
は
新
設
分
割
に
際
し
て
剰
余
金
の

額
を
減
少
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
減
少
額

五
・
六

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
事
業
年
度
の
な
い
保
険
業
を
営
む
株
式

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
事
業
年
度
の
な
い
保
険
業
を
営
む
株
式

会
社
に
お
け
る
法
第
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

会
社
に
お
け
る
法
第
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
各
勘
定

る
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
各
勘
定

科
目
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
は
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の

科
目
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
は
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の

合
計
額
か
ら
第
六
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
減
じ
て
得

合
計
額
か
ら
第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
減
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

た
額
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

成
立
の
日
後
に
保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
が
吸
収
分
割
会
社
又
は
新
設
分

（
新
設
）



割
会
社
と
な
る
吸
収
分
割
又
は
新
設
分
割
に
際
し
て
剰
余
金
の
額
を
減
少
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
減
少
額

六
〜
十
二

（
略
）

五
〜
十
一

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
そ
の
他
減
ず
る
べ
き
額
）

（
そ
の
他
減
ず
る
べ
き
額
）

第
十
九
条
の
四

法
第
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

第
十
九
条
の
四

法
第
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
会
社
法
第
四
百
六
十
一
条
第
二
項
第
六
号
（
配
当
等
の
制
限
）
に
規
定
す
る

る
会
社
法
第
四
百
六
十
一
条
第
二
項
第
六
号
（
配
当
等
の
制
限
）
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
各
勘
定
科
目
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
は
、
第
一
号
か
ら

内
閣
府
令
で
定
め
る
各
勘
定
科
目
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
は
、
第
一
号
か
ら

第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る

第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る

額
の
合
計
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

額
の
合
計
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
が
連
結
配
当
規
制
適
用
会
社
（
計
算
規
則
第
二

四

保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
が
連
結
配
当
規
制
適
用
会
社
（
計
算
規
則
第
二

条
第
三
項
第
七
十
二
号
に
規
定
す
る
連
結
配
当
規
制
適
用
会
社
を
い
う
。
）

条
第
三
項
第
七
十
二
号
に
規
定
す
る
連
結
配
当
規
制
適
用
会
社
を
い
う
。
）

で
あ
る
と
き
（
同
号
の
あ
る
事
業
年
度
が
最
終
事
業
年
度
で
あ
る
場
合
に
限

で
あ
る
と
き
（
同
号
の
あ
る
事
業
年
度
が
最
終
事
業
年
度
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
減
じ

る
。
）
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
額
を
減
じ

て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
）

て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
）

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

五
〜
十

（
略
）

五
〜
十

（
略
）

（
評
価
・
換
算
差
額
等
）

（
評
価
・
換
算
差
額
等
）

第
二
十
四
条
の
十
一

相
互
会
社
の
会
計
帳
簿
に
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
そ
の
他

第
二
十
四
条
の
十
一

相
互
会
社
の
会
計
帳
簿
に
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
そ
の
他

資
産
、
負
債
又
は
基
金
等
（
基
金
、
基
金
申
込
証
拠
金
、
基
金
償
却
積
立
金
、

資
産
、
負
債
又
は
基
金
等
（
基
金
、
基
金
申
込
証
拠
金
、
基
金
償
却
積
立
金
、



再
評
価
積
立
金
、
基
金
償
却
積
立
金
減
少
差
益
及
び
剰
余
金
を
い
う
。
）
以
外

再
評
価
積
立
金
、
基
金
償
却
積
立
金
減
少
差
益
及
び
剰
余
金
を
い
う
。
）
以
外

の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
純
資
産
の
部
の
項
目
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
適
当
で

の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
純
資
産
の
部
の
項
目
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
純
資
産
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
純
資
産
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

土
地
の
再
評
価
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
七
条

三

土
地
の
再
評
価
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
再
評
価
差
額

第
二
項
に
規
定
す
る
再
評
価
差
額
金

（
計
算
書
類
の
公
告
）

（
計
算
書
類
の
公
告
）

第
二
十
九
条
の
五

（
略
）

第
二
十
九
条
の
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
「
関
連
当
事
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い

４

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
「
関
連
当
事
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い

う
。

う
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

従
業
員
の
た
め
の
企
業
年
金
（
当
該
相
互
会
社
と
重
要
な
取
引
（
掛
金
の

（
新
設
）

拠
出
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（
総
資
産
額
）

（
総
資
産
額
）

第
三
十
二
条

法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
三
十
二
条

法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
方
法
は
、
算
定
基
準
日
（
同
号
に
規
定
す
る
譲
渡
に
係
る
契
約
を
締
結
し

め
る
方
法
は
、
算
定
基
準
日
（
同
号
に
規
定
す
る
譲
渡
に
係
る
契
約
を
締
結
し

た
日
（
当
該
契
約
に
よ
り
当
該
契
約
を
締
結
し
た
日
と
異
な
る
時
（
当
該
契
約

た
日
（
当
該
契
約
に
よ
り
当
該
契
約
を
締
結
し
た
日
と
異
な
る
時
（
当
該
契
約

を
締
結
し
た
日
後
か
ら
当
該
譲
渡
の
効
力
が
生
ず
る
時
の
直
前
ま
で
の
間
の
時

を
締
結
し
た
日
後
か
ら
当
該
譲
渡
の
効
力
が
生
ず
る
時
の
直
前
ま
で
の
間
の
時

に
限
る
。
）
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
限
る
。
）
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計



額
を
も
っ
て
相
互
会
社
の
総
資
産
額
と
す
る
方
法
と
す
る
。

額
を
も
っ
て
相
互
会
社
の
総
資
産
額
と
す
る
方
法
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
相

六

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
相

互
会
社
の
成
立
の
日
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同

互
会
社
の
成
立
の
日
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け

じ
。
）
に
お
け
る
評
価
・
換
算
差
額
等
に
係
る
額

る
評
価
・
換
算
差
額
等
に
係
る
額

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
株
式
の
額
）

（
株
式
の
額
）

第
四
十
五
条
の
十
一

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

第
四
十
五
条
の
十
一

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
五
条
第
二
項
第
三
号
（
吸
収
合
併
契
約
等
の
承
認
等

す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
五
条
第
二
項
第
三
号
（
吸
収
合
併
契
約
等
の
承
認
等

）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額

）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額

の
合
計
額
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

の
合
計
額
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

計
算
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
計
上
し
た
の
れ
ん
の

二

計
算
規
則
第
二
十
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
計
上
し
た
の
れ
ん
の
額

額
三

計
算
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
計
上
す
る
負
債
の
額

三

計
算
規
則
第
三
十
一
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
計
上
す
る
負
債
の
額


